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平成20年
４月から
　平成20年４月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、基本健康診査が特定健康診査・特定
保健指導に変わり、各保険者に実施が義務化されました。その主な変更点と各健診の受け方についてお
知らせします。

新しい健診制度に変わります

　40歳から74歳の循環器健診
（基本健康診査）は、４月から、
皆さんが加入している医療保険者
（※注１）が実施主体となり「特定
健康診査」として実施することに
なります。また、検査項目も、メ
タボリックシンドローム（内臓脂
肪症候群）の予防に着目して腹囲
測定が追加されます。これらの検
査結果や年齢、リスク要因などの
組み合わせによって「特定保健指
導」を行い、生活習慣病の予防・減
少を支援していきます。
（※注１）
　医療保険者とは、各健康保険（政
府管掌･健保組合）、各共済組合、
国民健康保険、茨城県後期高齢者
医療広域連合などをいいます。
※詳しくは、皆さんが加入してい
る医療保険者にご確認ください。 ※65歳以上の方については、介護予防のための生活機能評価を実施します。

区　　分 特定健診等 各種がん検診

19歳～39歳 ◎ 20歳以上の婦人科
検診のみ受診可能

40歳～74歳

笠間市国民健康保険の
加入者 ◎ ◎

社会保険組合（健康保険
組合・船員保険組合・共
済保険組合等）の組合員
本人

● ◎

社会保険組合等の被扶
養者（家族） ○（※注２） ◎

75歳以上 後期高齢者医療制度 ◎ ◎

変　更　点 平成20年４月からの各健診の受け方

◎市の健診を受診できます。（40歳から74歳の方は特定健康診査受
診券及び健康保険証が必要です）

（※注２）　○市の健診を受診できますが、市と医療保険者との委託契約が条
件です。
（加入している保険組合から発行される特定健康診査受診券及び
健康保険証が必要です）

●社会保険組合で実施する一般健康診断を受診します。

　市の健診の日程及び会場については、３月に配布する「笠間市保健カ
レンダー」でお知らせします。また、市での特定健診受診券は、各地区
の日程に合わせて順次送付していきます。
問合せ先：友部保健センター　☎0296-77-9145
　　　　　笠間保健センター　☎0296-72-7711
　　　　　岩間保健センター　☎0299-45-7888
　　　　　保険年金課　国保グループ　☎0296-77-1101（内線139）
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